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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周方向に複数のスロットを有する固定子コアと、該スロットに設置されている多相固定
子巻線が連続して形成したコイルと、を備えた回転電機の固定子において、 該固定子巻
線は、周方向の異なる該スロットに設置されているスロット収容部と、該スロットの外部
で該スロット収容部同士を接続しているターン部と、を有し、 該コイルは、径方向に該
ターン部が複数並んで形成され、軸方向の一方の端部側では最内周に位置する該ターン部
の該固定子コアから突出した突出高さが他の少なくともひとつのターン部が該固定子コア
から突出した突出高さよりも低く形成され、最内周に位置する該ターン部の突出した先端
方向でありかつ該他のターン部の突出高さよりも低い位置で該固定子巻線の端部が配設さ
れていることを特徴とする回転電機の固定子。
【請求項２】
　径方向に並んだ複数の前記ターン部のうち最外周に位置するターン部の前記固定子コア
から突出した突出高さが、他の少なくともひとつのターン部が該固定子コアから突出した
突出高さよりも低く形成され最外周に位置する該ターン部の突出した先端方向であり、か
つ該他のターン部の突出高さよりも低い位置で前記固定子巻線の他端部が配設されている
請求項１記載の回転電機の固定子。
【請求項３】
　径方向に並んだ複数の前記ターン部のうち最外周に位置するターン部の前記固定子コア
から突出した突出高さが他の少なくともひとつのターン部が該固定子コアから突出した突
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出高さよりも最も高く形成されている請求項１記載の回転電機の固定子。
【請求項４】
　径方向に並んだ複数の前記ターン部の前記固定子コアから突出した突出高さが、前記コ
イルの径方向内方から外方に向かって徐々に高くなるように形成されている請求項１又は
３に記載の回転電機の固定子。
【請求項５】
　前記コイルの軸方向の他方の端部側では、径方向に並んだ複数の前記ターン部の前記固
定子コアから突出した突出高さが同じでないように形成されている請求項１～４のいずれ
かに記載の回転電機の固定子。
【請求項６】
　径方向に並んだ複数の前記ターン部のうち最外周に位置するターン部の前記固定子コア
からの突出した突出高さよりも低い位置で前記固定子巻線の端部が配設されている請求項
３～４のいずれかに記載の回転電機の固定子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転電機の固定子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動機および発電機として使用される回転電機において、小型高出力および品質
の向上が求められている。
【０００３】
　例えば、車両に搭載される回転電機においては、車両のエンジンルームで回転電機を搭
載するためのスペースが小さくなってきている一方で、車両負荷の増大による発電出力の
向上が求められている。
【０００４】
　また、車両に搭載される回転電機は、常時発電稼働しており、出力電流のジュール熱が
発生している。このジュール熱の発熱量が多いため、曝される熱的環境は厳しく、回転電
機には極めて高い耐熱性が求められている。
【０００５】
　特に、回転電機の小型高出力については、固定子巻線の巻線抵抗値の低減、固定子の磁
気回路内に納める電気導体の占積率の向上、さらには固定子巻線のターン部の整列化およ
び高密度化が必要であり、これに加えて、上記のような耐熱環境性等の要求に応える必要
があった。
【０００６】
　このような回転電機としては、たとえば、特許文献１～２に開示されている。
【０００７】
　特許文献１には、導体セグメントのターン部と接合部を隣接して配置し軸方向高さに段
差を設けた回転電機の固定子が開示されている。
【０００８】
　しかしながら、ターン部が接合部より高い配置では溶接時の熱、スパッタによりターン
部の皮膜を傷つけてしまい絶縁不良を起こす問題があった。また、接合部がコア両端にあ
り絶縁のために絶縁樹脂で覆わなければならず、コイルの放熱を悪くし温度上昇の原因と
なっている。
【０００９】
　特許文献２には、固定子コアからのコイルの突出高さが径方向外側に向かって漸次低く
なっている固定子をもつ回転電機が開示されている。
【００１０】
　しかしながら、このような構成のコイルを連続巻線で形成したときには、外部回路と接
続するための渡り線が内径側に多数でることとなる。内径側に配された渡り線を這いまわ
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した時に、コイル同士が重なることとなり、内径側のコイルの突出高さが局部的に高くな
り全体の体格が粗大化するという問題があった。
【特許文献１】特開２００２－７８２６９号公報
【特許文献２】特許第３６２１６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上記実状に鑑みてなされたものであり、体格の粗大化が抑えられ、かつ回転電
機に用いられたときに性能の低下を生じさせない固定子を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために本発明者は回転電機の固定子について検討を重ねた結果、本
発明をなすに至った。
【００１３】
　すなわち、本発明の回転電機の固定子は、周方向に複数のスロットを有する固定子コア
と、スロットに設置されている多相固定子巻線が連続して形成したコイルと、を備えた回
転電機の固定子において、固定子巻線は、周方向の異なるスロットに設置されているスロ
ット収容部と、スロットの外部でスロット収容部同士を接続しているターン部と、を有し
、コイルは、径方向にターン部が複数並んで形成され、軸方向の一方の端部側では最内周
に位置するターン部の固定子コアから突出した突出高さが他の少なくともひとつのターン
部が固定子コアから突出した突出高さよりも低く形成され、最内周に位置するターン部の
突出した先端方向でありかつ他のターン部の突出高さよりも低い位置で固定子巻線の端部
が配設されていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の請求項２に記載の回転電機の固定子は、請求項１において、径方向に並んだ複
数のターン部のうち最外周に位置するターン部の固定子コアから突出した突出高さが、他
の少なくともひとつのターン部が固定子コアから突出した突出高さよりも低く形成され最
外周に位置するターン部の突出した先端方向であり、かつ他のターン部の突出高さよりも
低い位置で固定子巻線の他端部が配設されていることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の請求項３に記載の回転電機の固定子は、請求項１において、径方向に並んだ複
数のターン部のうち最外周に位置するターン部の固定子コアから突出した突出高さが他の
少なくともひとつのターン部が固定子コアから突出した突出高さよりも最も高く形成され
ていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項４に記載の回転電機の固定子は、請求項１又は３のいずれかにおいて、
径方向に並んだ複数のターン部の固定子コアから突出した突出高さが、コイルの径方向内
方から外方に向かって徐々に高くなるように形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の請求項５に記載の回転電機の固定子は、請求項１～４のいずれかにおいて、コ
イルの軸方向の他方の端部側では、径方向に並んだ複数のターン部の固定子コアから突出
した突出高さが同じでないように形成されていることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の請求項６に記載の回転電機の固定子は、請求項３～４のいずれかにおいて、径
方向に並んだ複数のターン部のうち最外周に位置するターン部の固定子コアからの突出し
た突出高さよりも低い位置で固定子巻線の端部が配設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に係る回転電機の固定子は、連続した固定子巻線が形成したコイルが、径方向
にターン部が並ぶように形成されている。そして、最内周のターン部の固定子コアからの
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突出高さが低くなるように形成され、かつその突出した先端部の外方でありかつ他のター
ン部の先端部よりも固定子コア側の位置に固定子巻線の端部が配設されている。径方向に
並んだ複数のターン部の突出高さに差が生じたことで、ターン部の少なくとも一部が露出
することとなり、この部分での放熱が可能となり、固定子巻線を介しての固定子の冷却性
が向上する。
【００２０】
　また、最内周のターン部の先端部に固定子巻線の端部が配設されたときに、端部がコイ
ルの軸方向の端部から突出しなくなり、コイルの体格の粗大化が抑えられている。ここで
、最内周のターン部の先端に配設される固定子巻線の端部とは、固定子巻線を接続する渡
り線や中性点を含む。
【００２１】
　このように、本発明の回転電機の固定子は、冷却性と小型化を達成できるものとなって
おり、性能の優れた回転電機を提供できる。
【００２２】
　請求項２に係る回転電機の固定子は、最外周に位置するターン部の突出高さが規定され
ている。これにより、さらに、固定子の冷却性が向上する。
【００２３】
　請求項３に係る回転電機の固定子は、最外周に位置するターン部の突出高さが規定され
ている。これにより、さらに、固定子の冷却性が向上する。
【００２４】
　請求項４に係る回転電機の固定子は、コイルの一方の端部側の端面形状が規定されてい
る。これにより、さらに、固定子の冷却性が向上する。
【００２５】
　請求項５に係る回転電機の固定子は、他方の端部側のコイルの端面形状が規定されてい
る。これにより、さらに、固定子の冷却性が向上する。
【００２６】
　請求項６に係る回転電機の固定子は、コイルの一方の端部側の端面形状が規定されてい
る。これにより、さらに、固定子の冷却性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下に本発明の回転電機の固定子を実施の形態を用いてより具体的に説明する。
【００２８】
　（第一実施形態）
　本実施形態の回転電機の固定子を用いた回転電機の構成を図１に示した。この回転電機
は、略円筒状の固定子１と、固定子１の軸心部に回転自在に収容された回転子２と、を有
する。
【００２９】
　回転子２は、図１に示したように、径方向の外周面で周方向に交互に異なる磁極が位置
するように永久磁石が配置された構成となっている。回転子２は、外周面の磁極が固定子
１に対向した状態で形成されている。
【００３０】
　固定子１は、図２～４に示したように、所定厚さの金属薄板を厚さ方向に積層して形成
された略円筒状の固定子コア１０と、固定子コア１０のスロット１１，１２内に設置され
た固定子巻線３と、を有する。
【００３１】
　固定子コア１０には、軸方向に沿ってのび、周方向に隣接するスロット１１，１２を一
組として固定子コア１０の内周側の周方向に複数組のスロット１１，１２が形成されてい
る。固定子巻線３は三相巻線であり、周方向に隣接する一組のスロット１１，１２に各相
の固定子巻線３が設置されている。そして、スロット１１，１２を一組として周方向に隣
接する三相のスロット１１，１２に異なる相の固定子巻線３が設置されている。
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【００３２】
　固定子コア１０は、複数枚の金属薄板を積層させてなる。なお、積層された金属薄板の
間には、絶縁薄膜が配置されている。ここで、金属薄板および絶縁薄膜の材質や厚さにつ
いては従来公知の材質や厚さとすることができる。
【００３３】
　固定子巻線３は、図５に示したように、銅製の導体５６と、導体５６の外周を覆い導体
５６を絶縁する内層５７及び外層５８からなる絶縁皮膜とから形成された線材５５よりな
る。絶縁皮膜５７，５８の厚みが十分に厚いため、絶縁性が確保された。本実施形態にお
いては、絶縁皮膜５７，５８の厚みが十分に厚いので線材５５同士を絶縁するための絶縁
紙等を挟みこむ必要がなくなっているが、線材５５同士を絶縁するために絶縁紙を配して
もよい。
【００３４】
　固定子巻線３は、連続巻線で固定子コア１０に波巻されており、固定子コア１０に開口
したスロット１１，１２に収容されるスロット収容部３０と、固定子コア１０の軸方向の
端面から突出したターン部３１を形成している。ターン部３１は、固定子コア１０の軸方
向の両側にそれぞれ形成されており、両端のターン部３１は、互いに対称となるように形
成されている。
【００３５】
　ターン部３１は、径方向に複数層が並んだ状態で配設されている。そして、最内周に位
置するターン部３１Ａおよび最外周に位置するターン部３１Ｂは、それ以外のターン部３
１Ｃよりも、固定子コア１０の端面からの突出高さが低く形成されている。そして、最内
周および最外周に位置するターン部３１Ａ，３１Ｂ以外のターン部３１Ｃの突出高さは、
同じ高さとなっていた。
【００３６】
　そして、最内周のターン部３１Ａの突出した端部の先端で、固定子巻線３の渡り線３２
の這い回しを行っている。また、最外周のターン部３１Ｂの突出した端部の先端で固定子
巻線３の渡り線３２の這い回しや中性点３３の結線、リード線３４が径方向外方に向かっ
て引き出されている。
【００３７】
　本実施形態の回転電機の固定子１は、連続した固定子巻線３が形成したコイルの径方向
にターン部３１が並んでいる。そして、最内周のターン部３１Ａおよび最外周のターン部
３１Ｂの固定子コア１０からの突出高さが他のターン部３１Ｃよりも低くなるように形成
されている。そして、最内周のターン部３１Ａの突出した先端部で固定子巻線３の渡り線
３２が這い回されている。ターン部３１Ａ，Ｂの突出高さがターン部３１Ｃよりも低く形
成されたことで、ターン部３１Ｃの先端部が露出することとなり、この部分での放熱が可
能となり、固定子１の冷却性が向上した。
【００３８】
　また、最内周のターン部３１Ａの先端部で固定子巻線３の渡り線３２が這い回されると
ともに、最外周のターン部３１Ｂの先端部で固定子巻線３の中性点３３の結線や渡り線３
２の這い回しや最外周のターン部３１Ｂから径方向外方にリード線３４が引き出されたこ
とにより、コイルの体格の粗大化が抑えられた。
【００３９】
　このように、本実施形態の回転電機の固定子１は、冷却性と小型化を達成できるものと
なっており、性能の優れた回転電機を提供できる効果を発揮する。
【００４０】
　（第二実施形態）
　本実施形態は、固定子１のターン部３１の固定子コア１０からの突出高さが異なること
以外は、第一実施形態と同様な構成の回転電機の固定子である。
【００４１】
　ターン部３１は、径方向に複数層が並んだ状態で配設されている。そして、最内周に位
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進むに連れて徐々に高くなるように形成されている。
【００４２】
　そして、最内周のターン部３１Ａの突出した端部の先端もしくは最外周のターン部３１
Ｂより低い位置で、固定子巻線３の渡り線３２の這い回しや中性点３３の結線を行ってい
る。また、最外周のターン部３１Ｂから引き出しリード線３４が径方向外方に向かって引
き出されている。
【００４３】
　本実施形態の回転電機の固定子１は、第一実施形態の時と同様に、最内周のターン部３
１Ａの先端部もしくは最外周のターン部３１Ｂより低い位置で固定子巻線３が結線される
とともに、最外周のターン部３１Ｂから径方向外方にリード線３４が引き出されたことに
より、コイルの体格の粗大化が抑えられている。
【００４４】
　さらに、径方向に並んだターン部３１の突出高さが傾斜して形成されたことで、それぞ
れのターン部３１の突出した先端部での放熱が可能となり、固定子１の冷却性が向上した
。
【００４５】
　このように、本実施形態においても、第一実施形態の時と同様に、冷却性と小型化を達
成できるものとなり、性能の優れた回転電機を提供できる効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】第一実施形態の回転電機の構成を示した図である。
【図２】第一実施形態の回転電機の固定子の斜視図である。
【図３】第一実施形態の回転電機の固定子の側面図である。
【図４】第一実施形態の回転電機の固定子の軸方向での断面図である。
【図５】第一実施形態の固定子巻線の構成を示した断面図である。
【図６】第二実施形態の回転電機の固定子の軸方向での断面図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　１：固定子　　　　　　　　　　　１０：固定子コア
　　１１，１２：スロット
　　２：回転子
　　３：固定子巻線　　　　　　　　　３０：スロット収容部
　　３１：ターン部　　　　　　　　　３２：渡り線
　　３３：中性点　　　　　　　　　　３４：引き出しリード線
　　５５：線材　　　　　　　　　　　５６：導体
　　５７，５８：絶縁皮膜
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【図４】
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